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監 査 公 表 第 ４ 号  
令 和 ７ 年 12 月 19 日 監 査 公 表 第 21 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 か ら 次 の と お
り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 13 日  
福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                                            ７ 病 第 7 6 0 号  
                                                            令 和 ７ 年 12 月 ８ 日  

福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
                                様  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                        福 島 県 病 院 事 業 管 理 者   狭   間   章   博  
                                        （ 公 印 省 略 ）  
                公 営 企 業 に 係 る 定 期 監 査 の 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  
  令 和 ７ 年 11月 12日 付 け ７ 福 監 第 413号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
  監 査 対 象 機 関   病 院 局  
  監 査 対 象 年 度   令 和 ６ 年 度  
  監 査 実 施 年 月 日   令 和 ７ 年 ８ 月 20 日  

 
指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  内 部 統 制 が 有 効 に 機 能 し て お ら ず 、 一    今 回 の 事 案 の 原 因 は 以 下 の と お り で あ  
般 会 計 補 助 金 等 の 額 の 算 出 に 著 し く 適 正  る 。                                   
を 欠 い て い る も の が あ る 。              １   一 般 会 計 補 助 金 （ 統 括 管 理 経 費 ） に  
「 事 実 」                                つ い て は 、 補 助 対 象 範 囲 の 認 識 誤 り な  
  組 織 内 の チ ェ ッ ク 体 制 が 整 っ て お ら ず 、    ど に よ り 、 対 象 経 費 を 誤 っ て 算 出 し 、  
一 般 会 計 補 助 金 等 の 額 の 算 出 誤 り に よ り 、    主 任 主 査 及 び 管 理 職 員 も 同 様 の 認 識 で  
医 業 外 収 益 182 , 6 81 , 3 2 7円 が 過 大 と な っ て    あ っ た た め 、 誤 り に 気 付 か ず 過 大 収 入  
い る 。                                  と な っ た 。                           
  一 般 会 計 補 助 金 （ 統 轄 管 理 経 費 ）      ２   一 般 会 計 負 担 金 （ 不 採 算 地 区 病 院 運  
    正 算 出 額       7 0 , 7 3 2 , 7 0 9 円        営 費 ） 及 び 補 助 金 （ 地 域 医 療 復 興 事 業  
    誤 算 出 額      2 4 9 , 6 0 0 , 0 0 0 円        補 助 金 ） に つ い て は 、 対 象 経 費 の う ち 、  
    過 大 収 入 額      1 7 8 , 8 6 7 , 2 9 1 円        病 院 未 収 金 に 係 る 貸 倒 引 当 金 を 誤 っ た  
  一 般 会 計 負 担 金 （ 不 採 算 地 区 病 院 運 営 費 ）    率 で 算 出 し 、 過 大 計 上 と な り 、 主 任 主  
    正 算 出 額    1 , 2 9 2 , 0 9 9 , 7 1 8 円        査 及 び 管 理 職 員 も そ の 率 は 正 し い も の  
    誤 算 出 額    1 , 2 9 5 , 2 9 8 , 7 5 4 円        と 誤 認 し 、 誤 り に 気 付 か ず 、 過 大 収 入  
    過 大 収 入 額        3 , 1 9 9 , 0 3 6 円        と な っ た 。                           
  補 助 金 （ 地 域 医 療 復 興 事 業 補 助 金 ）    （ 処 理 状 況 ）                           
    正 算 出 額    1 , 0 8 4 , 9 1 9 , 3 8 8 円        一 般 会 計 補 助 金 等 の 返 還 に 向 け 、 保 健  
    誤 算 出 額    1 , 0 8 5 , 5 3 4 , 3 8 8 円      福 祉 部 と 返 還 額 （ 過 大 収 入 額 ） 及 び 返 還  
    過 大 収 入 額          6 1 5 , 0 0 0 円      手 続 に つ い て 協 議 を 進 め て い る と こ ろ で  
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                あ り 、 返 還 額 確 定 後 、 令 和 ７ 年 度 中 に 返  
  一 般 会 計 補 助 金 等 の 額 の 算 出 に 当 た っ  還 す る 。                               
て は 、 関 係 規 程 等 に 基 づ き 適 正 に 行 う と  （ 今 後 の 対 応 ）                         
と も に 、 組 織 的 な チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 す    一 般 会 計 補 助 金 等 の 額 の 算 出 事 務 に つ  
る こ と 。                              い て 、 以 下 の と お り 対 応 す る 。           

１   担 当 者 は 、 当 該 補 助 金 の 対 象 範 囲 を  
  明 確 に 示 し た 計 算 シ ー ト を 作 成 し 、 根  
  拠 資 料 と 併 せ て 回 覧 す る 。 主 任 主 査 は 、  
  計 算 シ ー ト の 入 力 内 容 の チ ェ ッ ク を 行  
  う 。                                 
２   担 当 者 は 、 貸 倒 引 当 金 の 算 出 を 明 確  
  に し た チ ェ ッ ク シ ー ト を 作 成 し 、 各 根  
  拠 資 料 と 併 せ て 回 覧 す る 。 主 任 主 査 は 、   
  チ ェ ッ ク シ ー ト の 入 力 内 容 の チ ェ ッ ク  
  を 行 う 。                             
３   管 理 職 員 は チ ェ ッ ク の 相 違 や 漏 れ が  
  な い か 確 認 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ  
  て 担 当 に 指 示 す る 。                  

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  未 払 費 用 の 経 理 に 著 し く 適 正 を 欠 い て    今 回 の 事 案 の 原 因 は 以 下 の と お り で あ   
い る も の が あ る 。                      る 。                                   
「 事 実 」                                令 和 ７ 年 ３ 月 分 の 手 当 等 及 び 法 定 福 利  
  令 和 ７ 年 ３ 月 分 の 手 当 等 及 び 法 定 福 利  費 に つ い て 、 決 算 整 理 時 に 未 払 費 用 の 計   
費 984 , 8 15円 に つ い て 、 決 算 整 理 で 未 払 費  上 を 失 念 し 、 ４ 月 の 給 与 支 払 時 に お い て   
用 に 計 上 し て 令 和 ６ 年 度 予 算 か ら 支 出 す も 年 度 内 の 通 常 処 理 と 同 様 に 処 理 し た た   
べ き と こ ろ 、 未 払 費 用 に 計 上 し な か っ た め 、 計 上 漏 れ に 気 付 か な か っ た 。 主 任 主  
た め 令 和 ７ 年 度 予 算 か ら 支 出 し て い る 。  査 及 び 管 理 職 員 は 、 決 算 整 理 時 に 未 払 費  
  手 当 等 （ 超 過 勤 務 手 当 ・ 休 日 給 ）      用 を 計 上 す る こ と を 知 っ て い た が 、 書 類  
   9 3 4 , 4 1 2 円                          チ ェ ッ ク 時 に 失 念 し 、 計 上 漏 れ に 気 付 か  
  法 定 福 利 費 （ 社 会 保 険 料 ）            な か っ た 。                             
    5 0 , 4 0 3 円                          （ 処 理 状 況 ）                           
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                  過 年 度 損 益 修 正 損 に 振 り 替 え る 必 要 が  
  未 払 費 用 の 経 理 に 当 た っ て は 、 関 係 規  あ り 、 令 和 ７ 年 度 ２ 月 補 正 予 算 に て 整 理  
程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ  し た 後 、 振 替 処 理 を 実 施 す る 。           
ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。                （ 今 後 の 対 応 ）                         

  未 払 費 用 の 経 理 事 務 に つ い て 、 以 下 の   

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

と お り 対 応 す る 。                       
  担 当 者 は 、 決 算 時 に お け る 処 理 漏 れ を  
防 ぐ た め 、 決 算 時 の 作 業 リ ス ト を 作 成 し 、  
管 理 す る 。 主 任 主 査 及 び 管 理 職 員 は 、 上  
記 チ ェ ッ ク リ ス ト を 用 い な が ら 必 要 作 業  
に 漏 れ が な い か 確 認 す る と と も に 、 必 要  
に 応 じ て 他 の 課 員 に よ る フ ォ ロ ー を 促 し 、  
手 続 の 失 念 を 防 ぐ 。                    

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  委 託 料 等 の 支 払 に 著 し く 適 正 を 欠 い て    今 回 の 事 案 の 原 因 は 以 下 の と お り で あ   
い る も の が あ る 。                      る 。                                   
「 事 実 」                                出 納 取 扱 金 融 機 関 窓 口 に 支 払 い 内 容 の  
  1 1 法 人 に 対 す る 委 託 料 等 の 支 払 1 4 件  修 正 に 係 る 預 金 振 替 依 頼 書 等 を 提 出 す る  
1 0 9 , 3 0 7 , 4 3 0 円 に つ い て 、 令 和 ７ 年 ４ 月  際 、 既 に 送 信 し て い た デ ー タ の 取 消 し を  
30 日 に 、 ２ 回 口 座 振 替 を 行 い 、 二 重 払 い  出 納 取 扱 金 融 機 関 の デ ー タ セ ン タ ー に 依  
し て い る 。                            頼 す る 必 要 が あ っ た が 、 金 融 機 関 と の 確  
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                認 不 足 に よ り 取 消 し 依 頼 を し な か っ た た  
  委 託 料 等 の 支 払 に 当 た っ て は 、 関 係 規  め 、 二 重 払 い が 発 生 し た 。 主 任 主 査 及 び  
程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 チ ェ ッ  管 理 職 員 は 、 修 正 デ ー タ を 送 信 す れ ば 、  
ク 体 制 を 強 化 す る こ と 。                送 信 済 デ ー タ は 上 書 き さ れ る と 誤 認 し て  

い た た め 、 誤 り に 気 付 か な か っ た 。      
（ 処 理 状 況 ）                           
  令 和 ７ 年 ４ 月 30 日 中 に 、 大 型 連 休 で 休   
業 中 の １ 法 人 を 除 い た 10 法 人 に 、 連 休 明   
け に 残 り の １ 法 人 に 電 話 で 状 況 を 説 明 す   
る と と も に 、 返 金 処 理 に 係 る 同 意 書 の 作   
成 及 び 金 融 機 関 へ の 提 出 を 依 頼 し 、 ４ 月   
30 日 か ら ６ 月 ６ 日 ま で に 、 返 金 処 理 を 完   
了 し た 。                               
（ 今 後 の 対 応 ）                         
  支 払 い に 関 す る 修 正 が 必 要 と な っ た 場  
合 は 、 出 納 取 扱 金 融 機 関 窓 口 に 預 金 振 替  
依 頼 書 等 を 再 提 出 す る だ け で な く 、 別 途  
デ ー タ セ ン タ ー に 送 信 デ ー タ の 取 消 し 依  
頼 の 電 話 連 絡 を し た 上 で デ ー タ を 再 送 信  
す る こ と が 必 要 に な る こ と を 、 事 務 引 継  
書 に 特 記 事 項 と し て 明 記 す る と と も に 、  
管 理 職 員 か ら 財 務 担 当 各 職 員 ま で 処 理 方  
法 を 共 有 す る こ と と し た 。               
  ま た 、 支 払 い に 関 す る 修 正 が 必 要 と な っ  
た 場 合 に は 、 主 任 主 査 及 び 管 理 職 員 は 、  
担 当 職 員 に 処 理 状 況 に つ い て 確 認 す る 。  

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
                       
監 査 公 表 第 ５ 号  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 実 施 し た 随 時 監 査 の 結
果 は 、 次 の と お り で す 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 13 日  
福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

１   監 査 等 の 基 準  
本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 1 0

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。  
２   監 査 等 の 種 類  
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財 務 監 査  
３   監 査 対 象 事 項  

⑴   令 和 ４ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で の タ ブ レ ッ ト 端 末 等 購 入 支 援 に 係 る 補 助 金 申 請 書
及 び 高 校 生 等 奨 学 給 付 金 に 係 る 申 請 書 の 進 達 状 況  

⑵   上 記 進 達 事 務 に 係 る 事 務 執 行 体 制  
４   監 査 対 象 機 関 及 び 実 施 内 容  

⑴   対 象 機 関  
安 達 高 等 学 校  

⑵   実 施 年 月 日  
令 和 ７ 年 12 月 24 日  

⑶   担 当 監 査 委 員  
佐   藤   政   隆  
渡   辺       仁  

⑷   実 施 方 法  
書 面 監 査  

５   監 査 等 の 結 果  
監 査 の 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。  

是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

・ 補 助 金 等 の 事 務 手 続 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。                  
（ 事 実 ）                                                                  
    令 和 ６ 年 度 の タ ブ レ ッ ト 端 末 等 購 入 支 援 に 係 る 補 助 金 申 請 書 類 ５ 件 23 6 , 0 0 0円
  分 及 び 高 校 生 等 奨 学 給 付 金 に 係 る 申 請 書 類 ２ 件 2 44 , 2 00 円 分 に つ い て 、 事 務 室 で
  受 領 し た こ と が 職 員 間 で 共 有 さ れ ず 、 金 庫 に 保 管 し た ま ま 、 収 受 及 び 高 校 教 育
  課 へ の 進 達 を 行 わ な か っ た た め 、 保 護 者 の 申 請 か ら １ 年 ２ か 月 以 上 経 過 し て 過
  年 度 支 出 し て い る 。                                                      
    ま た 、 高 校 生 等 奨 学 給 付 金 に つ い て は 、 国 の 補 助 対 象 年 度 を 経 過 し た た め 、
  全 額 県 費 で 支 払 っ て い る 。                                                
    申 請 年 月 日                                                            
      タ ブ レ ッ ト 端 末 等 購 入 支 援 に 係 る 補 助 金                                
        令 和 ６ 年 ７ 月 ４ 日 、 ５ 日 、 10 日                                      
      高 校 生 等 奨 学 給 付 金                                                  
        令 和 ６ 年 ７ 月 ９ 日 、 11 日                                            
    進 達 年 月 日   令 和 ７ 年 ８ 月 ５ 日                                          
    支 払 年 月 日   令 和 ７ 年 ９ 月 16 日                                          
（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）                                                    
    補 助 金 等 の 事 務 手 続 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、
  文 書 等 の 管 理 体 制 を 構 築 す る こ と 。                                      

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
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